
今回のワクチン接種の目的について

インフルエンザワクチンは、イン ル ンザワクチンは、
・重症化等の防止については、一定の効果が期待
・感染防止の効果は、保証されていない。感染防止の効果は、保証されていない。

○今回のワクチンの接種の目的は

①死亡者や重症者の発生をできる限り減らす

②患者が集中発生することによる医療機関の混乱
を極力防ぎ、必要な医療提供体制を確保する

＜感染防止を目的とするものではないことに留意＞

優先的に接種する対象者について優先的に接種する対象者について

対象者 人数

①インフルエンザ患者の診療に直接従事する
優
先

①インフルエンザ患者の診療に直接従事する
医療従事者（救急隊員含む。）

約100万人

妊婦 約100万人先
接
種

②
妊婦 約100万人

基礎疾患を有する者 約900万人

③ 歳 小学校 年生に相当する年齢の小児 約 万人対
象
者

③１歳～小学校３年生に相当する年齢の小児 約1,000万人

④・１歳未満の小児の保護者
優先接種対象者のうち 身体上の理由により 約200万人者 ・優先接種対象者のうち、身体上の理由により
予防接種が受けられない者の保護者等

約200万人

学校 学 高校 齢 者そ
の
他

小学校４～６年生、中学生、高校生に相当する年齢の者 約1,000万人

高齢者（65歳以上）（基礎疾患を有する者を除く） 約2 100万人他 高齢者（65歳以上）（基礎疾患を有する者を除く） 約2,100万人

約5,400万人

上記以外の者に対する接種については、優先的に接種する者への接種事業の状況等を踏
まえ、接種を進める。（具体的な接種開始時期等の接種の進め方については、輸入ワクチ
ンの状況等を踏まえ、来年１月を目途に提示）



ワクチンの確保についてワクチンの確保 て
○ 今年度末まで、国内産ワクチン５，４００万回分（注）程度を確

保するとともに 海外企業から９ ９００万回分（注）程度を確保するとともに、海外企業から９，９００万回分（注）程度を確
保見込み。

国内

・１０月１９日（月）の週から順次接種開始
・第６回出荷（１２月１８日）分までに約２，１００万回分（注）を出荷第 回出荷（ 月 ）分 約 ， 回分 を出荷
・年度内に約５，４００万回分（注）を確保予定

・輸入ワクチンの確保のために必要な立法措置を実施
輸入

輸入 クチン 確保 必要な 法措置を実施
・現在、承認申請中
・年度内に約９，９００万回分（注）を確保予定

（参考）国内産ワクチンの接種回数について（１２月１６日公表）

（注）回数は成人量換算

（参考）国内産ワクチンの接種回数について（１２月１６日公表）

○「１３歳未満の者」については、２回接種

○上記以外の者については 免疫機能の低下した基礎疾患を有する○上記以外の者については、免疫機能の低下した基礎疾患を有する
方を除き、１回接種

接種スケジュールの目安接種スケジュールの目安

○ 国が示している標準的接種スケジ ルであり 地域によ て異なる

高齢者

○ 国が示している標準的接種スケジュールであり、地域によって異なる。

・・可能であれば前倒しを依頼（12月16日）

健康成人

接
種
ス
ケ

・・可能であれば前倒しを依頼（11月6日）

中学生に相当する年齢の方

高校生に相当する年齢の方

ケ
ジ
ュ
ー １歳未満児等

中学生 相当する年齢の方

小学校４～６年生に相当する年齢の方

ー
ル

小学校１～３年生小学校１～３年生
に相当する年齢の方

歳未満児等
の保護者

幼児（１歳～就学前）

基礎疾患のある基礎疾患のある

方（その他）

基礎疾患のある方（最優先）

方（その他）

妊婦妊婦

インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月



ワクチン接種事業のスキーム

・ ワクチンの確保
製造販売業者

ワクチンの確保
・ 接種の優先順位の設定
・ 医療機関との契約締結

国国 製造販売業者
販売業者

ワクチン購入
委託契約の締結

原則、予約により
接種を実施

受託
医療機関
受託

医療機関

医療機関等

優先接種対象者等優先接種対象者等

具体的なスケジュール等は、かかりつけの
医療機関や市町村にお問い合わせ下さい

接種体制の概要

厚生労働省ワクチン製造メーカー
（製造販売業者）

国は、メーカーから一括してワクチンを購
入し 販売業者に売払う

政府買上
入し、販売業者に売払う。

国は、医療機関と委託契約を結び、接種
を希望する接種対象者にワクチンの接種を
行う

ワ
ク
チ
ン

連
絡
調

販売業者

行う。

都道府県は、ワクチンの円滑な流通の確
保や、ワクチン接種に関する相談を行う。

ン

都道府県

調
整

流通 調整卸売販売業者 市町村は、国の行う接種事業に協力し
て、接種対象者に、一定の時期においてワ
クチンの接種が受けられる旨及び当該ワク
チンを接種できる市町村内の受託医療機ワ 連

ワ
ク
チ

都道府県流通 調整

チンを接種できる市町村内の受託医療機
関名等を市民等に広報周知する。

受託医療機関は、国との委託契約によ
り ワクチンを調達し ワクチンの接種を希

ワ
ク
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ン

代
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絡
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チ
ン
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払

予防接種実施医療機関
（受託医療機関） 市 町 村

広

り、ワクチンを調達し、ワクチンの接種を希
望する接種対象者に対してワクチンの接種
を実施する。また、ワクチンの接種を受け
た者又はその保護者から実費を徴収する。

連絡調整

ワ
ク 広

報
周
知

実
費
の

支
払
い

者 そ 保護者 実費を徴 す 。

低所得者に対する接種費用の助成は、
市町村事業として実施する。
（負担割合：国１／２、都道府県、１／４、

ク
チ
ン
接
種

接種対象者（被接種者）

（負担割合 国 ／ 、都道府県、 ／ 、
市町村１／４）


